
令和８年度 八潮市「学習塾との連携事業“８ゼミ”」仕様書 

 

１ 件名 

八潮市「学習塾との連携事業“８ゼミ”」業務委託 

 

２ 目的 

   児童生徒一人一人のつまずきを把握し、それに応じた課題に取り組むことにより、個々

の学力を伸ばし、八潮市全体の学力向上を図る。 

 

３ 業務内容 

（１）学習指導 

（２）各学校への事前説明（運営に係る情報共有） 

（３）日程希望調査の作成及び日程の調整 

（４）参加申込み書の作成及び参加希望児童生徒の集約・調整 

（５）参加者名簿の作成 

（６）事前テストの作成・実施及びクラス分け名簿の作成 

（７）指導計画及び教材（テキスト）の作成 

（８）各種保護者宛文書（受講決定通知、クラス分け結果通知書等）の作成 

（９）事後テストの実施 

（10）事後テストの結果通知（個票等）の作成 

（11）遅刻者・欠席者の確認、参加児童生徒の安全管理 

（12）受講児童の個人情報等の管理 

（13）受講児童の保険加入手続き等の業務 

 

４ 対象・教科 

①八潮市立小学校における学習意欲のある第５学年児童（約３００名）を対象とし、「算 

数」「国語」の２教科を指導教科とする。（８ゼミ） 

  ②夏季休業期間において、八潮市立小・中学校における学習意欲のある児童生徒を対象 

（小学校第４～６学年・中学校第１～３学年、各学年約３０名）とし、小学校では「算 

数」中学校では「英語」を指導教科とする。（サマースクール） 

  ③八潮市立中学校における県立高等学校入学者選抜を控えた第３学年生徒を対象とし、 

「国語」「社会」「数学」「理科」「外国語」の５教科の範囲で行う。（入試対策講座） 

 

５ 指導形態   

  ①８ゼミについては、学習指導員１名に対し、１クラス１０名程度の少人数グループ指

導とする。また、参加児童の学力を考慮した効果的な指導方法を提案し、当該指導方

法について事業実施前に八潮市教育委員会の確認及び承認を得るものとする。  

  ②サマースクールについては、学習指導員１名に対し、１クラス３０名程度のグループ

指導とする。市内小学校第４～６学年及び市内中学校第１～３学年を対象とし、児童

生徒に効果的な指導方法を提案し、当該指導方法について事業実施前に八潮市教育委

員会の確認及び承認を得るものとする。 

  ③入試対策講座については、学習指導員１名に対し、１クラス１５名程度のグループ指

導とし、各講座、習熟度別に２クラス設置する。市内中学校第３学年生徒を対象とし、



参加生徒の学力を考慮した県立高校入試対策に効果的な指導方法を提案し、当該指導

方法について事業実施前に八潮市教育委員会の確認及び承認を得るものとする。 

 

６ 会場等 

  ①８ゼミについては、八潮市内各小学校（全１０校）を使用する。１校あたり１～５ク

ラス、計２０～３０クラス設置する。※応募児童数による。 

②サマースクールについては、八潮メセナを会場とし、２階研修室Ａ、３階会議室１・

２の計３教室を使用し、各学年１クラス設置する。 

  ③入試対策講座については、八潮市役所を会場とし、４階会議室４－１、４－２を使用

する。１教科あたり最大２クラス設置する。 

 

 学校名 所在地 連絡先 

１ 八潮市立八條小学校 
〒３４０－０８０２ 

大字鶴ケ曽根１番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － ８ ４ ０ ０ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ８ ５ ２ ５ 

２ 八潮市立潮止小学校 
〒３４０－０８１４ 

大字南川崎８２２番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － ９ ９ ５ ５ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ８ ５ ６ １ 

３ 八潮市立八幡小学校 
〒３４０－０８１６ 

中央四丁目２１番地６ 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － ４ ０ ４ ２ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ８ ５ ３ １ 

４ 八潮市立大曽根小学校 
〒３４０－０８２４ 

大字垳５２７番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － ６ ３ ７ ２ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ９ ０ １ ７ 

５ 八潮市立松之木小学校 
〒３４０－０８０８ 

緑町三丁目９番地１ 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － １ ３ ７ ７ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ８ ５ ６ ５ 

６ 八潮市立中川小学校 
〒３４０－０８２２ 

大字大瀬１５１６番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ６ － １ ３ ７ ５ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ９ ０ ２ ９ 

７ 八潮市立八條北小学校 
〒３４０－０８０１ 

大字八條１１５０番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ３ １ － ３ ２ ６ １ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ３ ５ － ６ ５ ７ １ 

８ 八潮市立大瀬小学校 
〒３４０－０８２２ 

大瀬三丁目９番地１ 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ５ － ９ ３ ２ １ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ９ ０ ３ ７ 

９ 八潮市立大原小学校 
〒３４０－０８１５ 

八潮七丁目４２番地１ 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － １ ０ ２ ８ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ９ ０ ３ ８ 

10 八潮市立柳之宮小学校 
〒３４０－０８３２ 

大字柳之宮１４０番地 

電 話 ０ ４ ８ － ９ ９ ５ － ６ ０ ９ １ 

ＦＡＸ ０ ４ ８ － ９ ９ ７ － ９ ０ ４ ０ 

 

７ 期間 

①８ゼミについては、令和９年２月８日（月）から令和９年３月１８日（木）における、

各校が希望する平日（課業日）の放課後に実施する。（全８回） 

②サマースクールについては、令和８年７月２３日（木）、７月２４日（金）、７月２８日

（火）、８月４日（火）、８月１８日（火）、の５日間で実施する。各学年１日に１講座

実施し、合計５講座とする。時間は９：３０～１２：３０の範囲とする。（別紙参照） 

③入試対策講座については、令和８年１２月１２日（土）、１２月１９日（土）、１月１６

日（土）、１月２３日（土）、１月３０日（土）、の５日間のうちの３日間で実施する。

１日に１講座、または２講座実施し、合計５講座とする。１日最大２教科の実施とし、

どの日を２教科にするかは問わない。時間は９：００～１２：３０の範囲とする。（別

紙参照） 

 



８ 時間 

①８ゼミについては、１回あたり６０分～８０分の授業とし、１回の授業で算数・国語

の２コマ実施する。開始時刻は放課後とし、各校と協議の上、決定する。 

  ②サマースクールについては、１回あたり６０分の授業とする。 

  ③入試対策講座については、１回あたり９０分の授業とする。 

   

９ 委託料に含まれるもの 

（１）授業料（テキスト代を含む）   

（２）消費税   

（３）保険料（児童生徒の傷害や賠償責任が生じた場合の保険） 

（４）その他実施にかかるすべての費用（必要書類の作成、交通費、採点等） 

 

10 委託業務に付帯する各事項 

（１）講師の交替 

   八潮市教育委員会は、授業の担当講師に問題があると認めた場合、業務委託先へ改

善指導を求めることができる。業務委託先は、それでも改善が認められない場合は、

協議の上、直ちに新任の講師を手配する。 

（２）講師の通勤時及び勤務時間における事故 

   講師の通勤時及び勤務時間における身体事故については、業務委託先において処理

をする。 

（３）代理講師の派遣 

   業務委託先は、講師に健康上の問題や、事故等が生じた場合は、速やかに代理講師

を派遣する。 

（４）教材開発及び提供 

   業務委託先は、児童の実態に合わせた指導計画・教材（テキスト）を作成し、事前に

八潮市教育委員会に提供する。 

（５）災害等の対応 

   地震・台風等の自然災害や、新型コロナウイルス感染拡大など、やむを得ない理由

で予定していた講座が開催できない場合には、オンライン等の代替え授業を行うもの

とする。 

（６）その他 

   業務委託遂行にあたり、業務委託先あるいは講師がそれぞれ、その責任に帰する理

由により、八潮市教育委員会または第三者に損害を及ぼす事態になった場合、その賠

償は、業務委託先の責に帰するものとする。 

 

11 一般事項 

（１） 受託者の要件 

受託者は、プライバシーマークと同等レベルの個人情報保護を遵守徹底し、学習支

援関連の契約実績が過去３年以内に３件以上であること。 

（２） 講師等の条件 

四年制大学卒以上であること。 



心身ともに健康であること。また、児童を大切にする人格的に優れた者であり、且

つ親しみやすく指導力に優れた者であること。 

過去１年間において、小学生（中学講座においては中学校受験生）を対象に１０人

以上の一斉指導経験が概ね２００時間以上あり、学習指導要領について一般的な知識

を有する者であること。 

（３）法令等の遵守 

    受託者は、本業務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 （４）秘密の保持 

    受託者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。業務完了後

も同様とする。 

 （５）成果品等の帰属 

    本業務における成果及び業務作成上の資料は、全て本市に帰属するものとし、    

当該資料について市の承認を受けずに複製、公表及び貸与してはならない。 

 （６）打ち合わせ 

      受託者は、本市担当者と緊密な連携をとり、適宜に十分な打ち合わせを行うととも

に、中間報告を求められたときは、直ちに報告を行うものとする。尚、打ち合わせに

あたっては、原則として受託者の担当者が立ち会うものとする。 


